
船舶事故調査報告書 

 

                               平成２２年７月２２日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２１年１１月２１日 １０時００分ごろ 

発生場所 新潟県柏崎市 椎谷
しいや

鼻
はな

灯台から真方位１９３°２,１００ｍ付近 

（概位 北緯３７°２７.９′ 東経１３８°３６.８′） 

事故調査の経過  平成２１年１１月２１日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

 事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

Ａ 押船 ＹＡＮＡＳＥ
ヤ ナ セ

２０１（カンボジア王国籍）、６５トン 

０５０６２４７、ＹＡＮＡＳＥ ＭＡＲＩＮＥ ＣＯ.,ＬＴＤ. 

１８.５ｍ×６.０ｍ×２.３ｍ、鋼 

ディーゼル機関、合計１,２５０kＷ、２００５年１２月２７日（竣

工） 

Ｂ 台船 ＹＡＮＡＳＥ
ヤ ナ セ

２０２（カンボジア王国籍）、１,１８７トン 

０５０５２２５、ＹＡＮＡＳＥ ＭＡＲＩＮＥ ＣＯ.,ＬＴＤ. 

６５.０ｍ×１４.０ｍ×４.５ｍ、鋼 

２００５年１１月１日（竣工） 

 乗組員等に関する情報 船長（大韓民国籍） 男性 ５２歳 

 暫定締約国資格受有者承認証 Ｄ３（カンボジア王国発給） 

  交付年月日 ２００９年１０月２８日 

        （２０１０年１月２７日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ ２つの舵及びシューピース、並びに合計４枚のプロペラ羽根に曲損 

Ｂ 船首隔壁に破口、ポンプ室隔壁にき
．
裂及び船底外板に凹損 

 事故の経過  Ａ船は、船長ほか６人が乗り組み、空倉状態のＢ船の船尾凹部にＡ船の

船首部を 嵌合
かんごう

させて押船列（以下「本件押船列」という。）を形成し、新

潟県新潟市新潟港西区を出港した。 

 本件押船列は、新潟県柏崎市柏崎港北西方沖約８海里付近を航行中、西

寄りの強風により東方に圧流され、本州西岸に接近したので、柏崎港北方

沖の椎谷鼻灯台から２２４°２,７００ｍ付近でＢ船の錨を投じ、平成２１

年１１月２１日０８時０５分ごろ錨鎖を５節半まで伸ばして錨泊した。 

本件押船列は、船首を西方に向けた状態で錨泊中、激しい船体の動揺に

より、結合部付近に大きな異音が発生するようになった。 

 船長は、０９時００分ごろ佐渡島東岸に移動することにして揚錨を開始

し、０９時３０分ごろ、錨鎖を約３節まで巻き込んだとき、本件押船列が

走錨を始めた。 
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 船長は、機関を使用して揚錨を試みたが、船首方からの強風で錨鎖が強

く緊張して巻き込みができずに東方に向かって走錨を続け、本件押船列

は、１０時００分ごろ柏崎港北方沖の海岸に乗り揚げた。 

 Ａ船は、事故発生場所で解体され、Ｂ船は、タグボートにより柏崎港に

えい
．．

航された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 雨、風向 西、風力 ６ 

海象：波高 約４ｍ 

（特記事項）日本海中部に海上強風警報、柏崎地域に大雨、雷、強風、波

浪、洪水注意報が発表されていた。 

 その他の事項 １ Ａ船は、２基２軸で、本件押船列は、Ｂ船の船首部に１錨を装備し、

１節が２５ｍの錨鎖を使用していた。 

２ 本件押船列は、主に大韓民国、日本及び中華人民共和国との間で運航

され、船長は、平成２１年１１月１３日大韓民国木甫
もっぽ

港で本件押船列に

初めて乗船し、船体ブロックを積んで２０日新潟港に入港したが、それ

まで押船列の乗船経験はなかった。 

３ 本件押船列の出港時の喫水は、Ａ船が船首尾とも約２.６ｍで、Ｂ船が

船首約０.９ｍ、船尾約１.０ｍであった。 

４ 海図Ｗ１１８０によれば、錨泊場所付近の水深は約１５ｍであった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

あり 

あり 

 乗揚に至る経過は、次のとおりであったものと

考えられる。 

１ 本件押船列は、柏崎港北西方沖約８海里付近

を航行中、西寄りの強風により東方に圧流さ

れ、本州西岸に接近したため、柏崎港北方沖に

おいて錨泊した。  

２ 船長は、錨泊後、激しい船体動揺が発生した

ことから、佐渡島東岸に移動するため、揚錨を

始めた。 

３ 本件押船列は、強い西風が吹く状況下で揚錨

中、錨鎖を約３節まで巻き込んだとき、走錨を

始めた。 

４ 本件押船列は、機関を使用したが錨を揚げる

ことができず、東方に向かって走錨を続けて海

岸に乗り揚げた。 

原因  本事故は、本件押船列が柏崎港北方沖において、強い西風が吹く状況下

で揚錨中、走錨したため、海岸に乗り揚げたことにより発生したものと考

えられる。  

 




